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平成２５年度第１回広島市うつ病・自殺対策推進連絡調整会議 会議録（要旨） 

 

１ 開催日時  平成２５年７月３１日（水）午後６時３０分～午後８時１５分 

２ 開催場所  広島市役所 本庁舎 １４階 第７会議室 

３ 出席委員  山𦚰会長、樋口副会長、板谷委員、岡崎委員、岡本委員、木ノ元委員、塩山委員、 

島本委員、林委員、風呂橋委員、松岡委員、森委員、善岡委員、渡邊委員 

（１８名中１４名出席） 

４ ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  広島県健康福祉局保健医療部健康対策課長（代理） 

広島県立総合精神保健福祉センター所長、鎗田労働衛生コンサルタント事務所所長 

５ 事 務 局  障害福祉部長、精神保健福祉課長、精神保健福祉センター所長、精神保健福祉センタ

ー次長、精神保健福祉センター相談課長、高齢福祉課予防担当課長、男女共同参画課

長、こども・家庭支援課長、こども・家庭支援課施設整備・連携推進担当課長、雇用

推進担当部長（事）雇用推進課長、教育委員会育成課長、教育委員会生徒指導課長 

６ 議  事  (1) 広島市うつ病・自殺対策推進計画の中間見直しについて 

(2) 広島市における平成 25年度うつ病・自殺対策事業の取組について 

７ 発言要旨 

区分 発言要旨 

開会 

障害福祉部長 （挨拶） 

事務局 （配付資料確認） 

（委員紹介（名簿配布に代える）） 

（改選委員紹介） 

議事(1)  広島市うつ病・自殺対策推進計画の中間見直しについて 

事務局 （議事１ 広島市うつ病・自殺対策推進計画の中間見直しについて、資料１～５

により説明） 

山𦚰会長 平成 24 年の自殺者（217 人）は前年の数値（202 人）を上回っており、懸念し

ている。自殺死亡率の目標 14.8以下を達成するためには、今と人口が変わらなけ

れば 174 人以下にする必要があり、平成 24 年の自殺者を 43 人以上下回らなけれ

ばならない。達成目標の見直しをしなくても良いのかという点は若干気になるが、

減らすことに向けて全力投球しなければならないという意味では目標を変えない

方が良いかもしれない。 

自殺の原因で「不詳」が多いということだが、警察の方で何かコメントがあれば

どうぞ。 

善岡委員 自殺の原因は警察で分類しており、遺書やホームページにはっきり書き込みが

ある、メールがある等で間違いがなければ、認定している。おそらく原因はこう

ではないか、というのは不詳としてカウントしているので、不詳が多くなってい

る。ただ、家族の自殺の原因がはっきりしないというのは、家庭内でコミュニケ

ーションが足りていないとか、家族の状況が把握できていないとか、単身赴任等

で、なぜ亡くなったのかわからないというような要因もある。 

山𦚰会長 経済状態が良くなっても自殺者が減らなければどうすればよいのかというのも

ある。若い世代の自殺死亡率が全国平均よりも上回っているので、その辺の実態

を踏まえた対策が必要。それから以前議論になったが、教育現場の問題もあり、

教育関係者の方にも共有化を図るということで本日参加いただいている。 

新規事業が多くあるが、この意味を説明してほしい。 

事務局 平成 20 年 6 月に計画を策定後、5 年間経ったが、その 5 年間のうちにやり始め

た事業で計画に載っていない事業を中間見直しにおいて新たに掲載させていただ

くというのが大半。それに加えて、平成 26年度以降に新規事業があれば掲載する。 



- 2 - 

区分 発言要旨 

山𦚰会長 それはむしろ 5年間の実績であり、今後新たに始める事業と区別した方がよい。

表現に工夫がいる。 

塩山委員 自殺既遂者のうち、相談機関を利用した人と、相談機関や医療機関を利用しな

いで自殺した人の割合はわかるか。相談機関にかからない人に既遂者が多いと言

われており、統計があれば良いと思う。 

事務局 自殺既遂者について、相談機関を利用したかどうかは把握できていない。 

山𦚰会長 自殺未遂者は、相談機関に相談していない人が多かった（約９割）というのは

広大の調査（中間報告）でわかっている。相談機関へのアクセスをつなぐのが課

題である。行政やいのちの電話の相談件数は増えているのでは。 

事務局 精神保健福祉センターや区の保健センターへの相談件数（自殺の相談だけでな

く、あらゆる相談の件数）は、平成 22年度をピークに減っている。 

樋口副会長 いのちの電話への相談件数は 1 万 6 千件台で推移しているが、今の体制におい

て受理できた件数であり、電話がかかってきたけれど受理されていない件数は 7、

8万件と大変な数である。電話の台数や従事するスタッフの数によって受理件数は

決まるので、もっと経済的援助があれば受理できる件数が増える。考えていただ

きたい。 

岡本委員 他の政令市のデータを比較してはどうか。また、データを分析するのであれば

もう尐し長いスパンで、自殺者数にどれ位の揺れ幅があるかを見なければならな

い。自殺者は減っているのではなく、増えもせず減りもしないのが現状ではない

か。自分たちも手ごたえを感じているとはいえない。 

この度の中間見直しにおいても、本当にこの数値が達成できるのかという不安

を持っており、３年後、５年後に同じことを言っていたら悲しいという思いはあ

る。分析した結果、他の政令市で自殺者が明らかに減っていると評価できるので

あれば、そこでやっている施策を広島市でも取り入れてほしい。 

事務局 他の政令市で、目標を定めることに意味はないのではないかという都市があっ

た。一つは、20%減ったから良かったと言えるのかという問題で、もう一つは、た

またまその年に目標を達成したとしても、翌年また増えるかもしれないという問

題。しかし、広島市としては、国の目標数値に合わせているので、中間見直しで

目標を見直すという積極的な理由がなく、目標は堅持しようと思っている。平成

28年度にどうするかを改めて考えたい。政令市の施策は調査してみる。 

板谷委員 全ての項目で総花的に行われているが、大綱の見直しでは、地域の実態や特性

を活かして施策を行う必要性があるということを言っている。また、自殺未遂者

対策については、その人たちを自殺させないための体制をより具体的にするため

にはどうしたらよいのか、その点を広島市として重点的に取り組むということを

はっきり出していかないと効果は出ないと思わざるを得ない。 

やはり地域の問題をどうするのか、特に関係団体という中でも、老人クラブ連

合会の問題等、地域が大変疲弊しているので、地域福祉の視点とどのようにドッ

キングさせて施策化を実現していくのか。 

全部ということではなく、平成 20年に立てた計画の中で重点的に取り組む方が

良い施策、最も効果的と考えられるものをみんなが知恵を出してやっていく地点

にきていると感じる。 

事務局 国の大綱に、「地域における自殺の実態、地域の実情に応じて必要な施策を独自

に設定して取組を進める。」ということが書いてあり、中間見直しをするにあたり、

どういう施策を重点的に実施していくのかをできるだけ明らかにして、次回会合

で提示させていただければと思う。 

風呂橋委員 以前から自殺の問題は各専門家が連携したワンストップの相談体制の構築が必

要ではないかとお話してきた。弁護士会としての「暮らしとこころの相談会」を

年２回、弁護士有志を中心とした「まちかど相談会」を年２回、広島駅南口地下

広場で行っており、いずれの相談会にも４０名近い弁護士と臨床心理士、精神保

健福祉士、社会福祉士、司法書士、社会保険労務士、ソーシャルワーカー等の専
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門家が集まって、２日間相談を受けている。 

６月に実施した際、２日間で合計１０５件の相談があった。内訳は借金が１５

件、労働問題が９件、生活苦が２２件、年金や心の悩み、損害賠償、人間関係そ

の他というように多岐にわたる相談が来る。 

こういうワンストップの相談窓口で失業の問題、事業不振の問題、生活苦の問

題等について、生活保護につないだり、失業にしても不当な解雇であれば労働の

弁護団が依頼を受けたりという形でいろいろな救済や生活再建に向けての手助け

をする専門家の連携組織が有志ではあるが動いている。 

これについて県も市も後援をしていただいているが、お金は出せないと言われ

る。自殺予防につながる相談会であるが、営利目的と同じように会場費を取られ

る状況である。行政主導ではないが、尐しでも自殺のリスクを持っている人の相

談を幅広い専門家が連携して未然に防止する、救済していくという役割を担って

いるので、こういう暮らしとこころの相談会を目玉にして、予算面でも支援を広

めて、力を入れていただきたい。 

山𦚰会長 効果的な相談につなげるという意味では司法書士会も実施されている。ボラン

ティアベースで実施しているものが安定化して、市民にも十分伝わるようなシス

テムを構築しないと息が切れる。実施しても効果が出なければ学習性無力という

うつ病のモデルになってしまう。必要なものにお金をつけてもらいたい。 

事務局 「ワーク・ライフ・バランスのまち」は市長が掲げる３つの柱の一つであり、

かつ福祉関係予算は毎年増えている。我々が効果的な事業ということを説明し切

れれば必要な予算はついてくるので、厳しい財政状況の中でも予算確保に向けて

取り組んでいきたい。 

島本委員 福祉の立場から提案したい。先の国会で廃案になったが、厚生労働省が「生活

困窮者自立支援法」を通そうと一生懸命考えている。参議院議員選挙が終わった

ので、臨時国会が開かれたら必ず通すという動きになっている。基本的には孤立

防止であるとか経済的な困窮、あるいは困窮の連鎖をなくしていくために、平成

27 年度から全市町村で相談事業や就労支援事業を実施することになっており、平

成 25 年度、26 年度はモデル事業として実施しようとしている。全国で 69 自治体

位しか手を挙げていないので、もっとやるようにとハッパをかける予定だそうだ。     

広島市の状況はどうかというと、6月末まではモデル事業をやるかどうか全くわ

からず、どの課が担当するのかも全くわからないという状態であった。7月 1日に、

厚生労働省出身の西藤氏が広島市の副市長に就任され、西藤副市長は厚生労働省

時代にこの事業に関わっておられたので、モデル事業実施都市として名乗りを上

げることに本気である。25年度の補正予算で実施するかもしれないし、26年度に

はやろうという状況になっている。 

自殺の原因の２番目、３番目には経済問題があるので、生活困窮者の自立支援

を打ち出していけば良い。行政が計画を作るとしても男女の問題や家庭の問題は

行政でなかなか適切な手が打てないと忸怩たるものがあると思うが、生活困窮者

支援は行政が前面に出てやっていける。同じ健康福祉局の事業なので、良く相談

して中間見直しに盛り込むことを検討してほしい。社会福祉協議会の事業として

手を挙げたいと考えているのでよろしくお願いしたい。 

塩山委員 自死、自殺の問題は、このテーマに関わる人自身が死生観をしっかり持たない

と、我々自身の心の健康が維持できないという心配がある。私は「広島いのちの

電話」の運営に関わっており、養成講座の中で死生観をしっかり学んでもらいた

いと思っている。関わる人の心の健康への配慮が必要である。 

もっと大局的に教育界、小・中・高校の段階で、そういう死生観、生と死の問

題をしっかり教育してもらいたい。 

山𦚰会長 死とは何かを真正面から向き合い、小学校、中学校で積み重ねて教えていかな

いと、ある日突然直面するいろいろな問題に対応しきれないし、親のストレスが

家庭に持ち込まれ、家庭のストレスが子どもに振られ、その子どもが仲間をいじ

めるというサイクルから抜けられない。教育でそういう問題を語ることも教育現

場の方々で議論をしていただきたい。 
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議事(2) 全国及び広島市における自殺の現状について 

山脇会長  それでは、議事⑵について、事務局から説明をお願いしたい。 

事務局 （議事⑵ 広島市における平成 25年度うつ病・自殺対策事業の取組について、資

料により説明） 

山脇会長  シンポジウムの内容については科学的な視点になっているので尐し敷居が高そ

うに見えるが、7 月 21 日に開催した NHK フォーラム「うつ病と躁うつ病を知る」

では参加者が満員であり、市民の関心度はすごく高いと感じた。この度のシンポ

ジウムもうつ病等について専門家にわかりやすく話してもらうため、包括脳ネッ

トワークと共催しているのでチラシを参照してほしい。 

質疑等 

木ノ元委員 重点的なもの、広島方式をどうやって探していくかという話になった時、自殺

の原因・動機の徹底的な分析が必要だと思う。原因の圧倒的上位にある健康問題

というのは、その中にうつ病が含まれている。ライフリンクの調査では死に至る

経路の最後にうつ病がある訳で、その前の経路をたどり、そして地域との相関性

をたどる必要があるが、徹底的な分析をする構えはあるのか。 

事務局 「うつ病」に至る経緯は、失業や DV、負債、事業不振、いじめ、中退、家族の

不和といったことが原因になっている。52項目分類であったようなことが原因と

なってうつ病になり、最終的にうつ病で自殺したということが統計に表れてお

り、そこに至る経緯は種々ある。 

個々の取組については広島市のそれぞれの部局が対応している。例えば多重債

務問題に対応するため消費生活センターで相談を受けており、学校関係では教育

委員会が対応しているというふうに個々には実施しているが、全体をコントロー

ルできるのは難しい。 

木ノ元委員  平成 24 年は 130 人の方が健康問題で亡くなっている。130 人のうちうつ病が何

割かわからないが、その人たち一人一人の経路をたどるという作業をやるのかや

らないのか。 

事務局 できないのではないか。52 項目分類は全国ベースで公表されているが、市のベ

ースでは公表されていない。そこが見えないと対応が難しい。内閣府に照会して

みようと思う。 

山𦚰会長 心理的剖検ということであるが、家族から聴き取り調査をして、この人につい

てはいくつかのファクターのうちどれとどれが関わったからこの事態に至ったの

かという分析をするという点において、今の日本の文化では亡くなった家族に聴

いていくというのは非常に難しいところがある。 

自殺未遂者から徹底的に聴き、後でサポートしていくという点で、どうしてそ

うなったのか（自殺未遂をしたのか）ということでは、調査というよりも自殺未

遂者に関わっていく中で出来得る。その点を明らかにした上でどういう介入をし

たら良いかというふうにしないと意味がないのではないかということ。やはり自

殺未遂者のフォローは手間暇かけてやるしかない。実際その人たちに関わって自

殺を防げれば結果につながる可能性もあるが、この事業（自殺未遂者の調査）は

継続できない方向になっている。市民病院や県病院は 24年度までしかやらないの

で広島大学だけでやっているが、何故かと思う。そういうところの手間暇かけて

分析しないといけない。 

岡本委員 自殺既遂者のデータについての剖検は、岩手医大のグループがやっていて、数

年前に聞いたときにはなかなか苦労しているとのことであったが、それでも年間

数例ずつやっていた。あれから大分経っているので数十例単位では協力をいただ

いている。岩手県で亡くなった全部の人ではないが、一部の御協力いただいた人
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たちの軌跡をたどることができる。海外にもそういうレポートがあるので、読め

ば参考になるかもしれない。できなくはないが、ものすごく大変である。自殺未

遂者を調べる方が現実的である。 

山𦚰会長  自殺未遂は防げる。地域との関わりの中で社会資源のネットワークでサポート

していく。しかもその人たちの９割が相談していない訳だから、その後は相談が

あることでどうなるのか、しかもどういうルートで、その人はどれとどれが重な

ってこの人は自殺未遂をしたのかということに応じたメニューを組んでいくとい

う介入をやっていかない限りは、数だけこなしても効果につながらない。市民病

院、県病院の予算で心理士を１人雇用すれば済む。その人と連携してこういう介

入をしてくださいと言えば済むことなのに、それができないのが理解できない。

行政にも知恵を出してほしい。 

塩山委員 「自死遺族」の場合は「自死」という言葉が定着している。一方、議題２の表

題は「自殺対策」と言っているが、「自殺」という言葉を継続して使うのか、「自

死対策事業」と言うのか研究してほしい。「自死」の方が良いのかなという思いが

ある。 

事務局 島根県だったと思うが、「自死」と呼ぶようにしている。それが尐しずつ広がり

を持つのかなと思っている。国は「自殺」を使っているので、研究させてほしい。 

山𦚰会長 「精神分裂病」を「統合失調症」に変え、「痴呆」を「認知症」に変えてきた。

学会等での議論でそうなった。そういう動きにつながるアクションをいろいろな

方面からやっていけば変わるかもしれないので、政令市の会議等ルートがあれば

検討してほしい。 
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